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これまで留守家庭の児童の安全・安心な居場所として、また、放課後等の交流の場として親しまれてきた『学

童保育』が、『放課後児童クラブ』として新たなスタートを切りました。 

 主な変更点は、次のとおりです。 

（１）運営者の変更 

   これまで役場町民福祉課子育て支援グループが学童保育の運営を担当してきましたが、４月から教育委員

会生涯学習課社会教育グループが運営担当を引き継ぎます。これにより、放課後子ども教室など関連の深い

教育活動と一層連携が図りやすくなります。 

（２）利用対象を小学６年生まで拡大 

   子ども・子育て関連の法律改正に基づき、これまで小学４年生までとしていた受入れ対象年齢を小学６年

生まで拡大します。 

（３）厚真中央小校区の児童クラブを２クラブに分割 

   受入れ対象年齢の拡大に伴い、人数の多い厚真中央小校区の児童クラブを 2 つのクラブに分割し、それぞ

れのクラブの規模と特性に応じて指導員を配置します。中央地区児童会館には専用ルームが増設されます。 

（４）コーディネーターを配置 

   各クラブ間や関係機関との円滑な連絡調整、事業内容の充実を図るため児童クラブコーディネーター１名

を配置します。 

（５）上厚真放課後児童クラブは新設された厚南児童会館で実施 

   厚南地区の児童クラブは上厚真に完成した「厚南児童会館」を拠点に児童クラブを実施します。 

 

今後も放課後や学校休業日に適切な遊び、体験、学習及び体力づくり等の場を提供し、お友達や指導員と共に

豊かな生活をつくることを通じて、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等、健全な育成

を図るとともに、保護者の皆さんの仕事と子育ての両立を支援するという基本機能を大切に、充実を図っていき

ます。              （背景の写真が今回新設された「厚南児童会館・宮の森こども園」です） 

 

３月臨時・定例教育委員会 
3 月 8 日に開催された臨時教育委員会及び 3 月 28 日に開催された

定例教育委員会の主な会議内容についてお知らせします。 
◆報告事項 

平成 28 年度 4 月 1 日付教職員人事の内示について（1 件／臨時

教育委員会）厚真町学校給食センター運営委員会について、厚真町

学校給食における食物アレルギー対応委員会について、平成 30 年度

からの海外修学旅行実施に向けた保護者意向調査（第 1次）の結果概

要について（3件／定例教育委員会） 

◆議案 

平成 28 年度厚真町公立学校教職員人事の内申について、厚真町

放課後児童クラブの運営規程の制定について（2 件／臨時教育委員

会）厚真町教育振興基本計画の策定について、第 2次厚真町子ども読

書活動推進計画の策定について、厚真町学童保育運営事業の所管替

えについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定につい

て、厚真町教育委員会表彰要項の一部改正について、厚真町教育委

員会事務事業の点検及び評価実施要綱の一部改正について、厚真町

教育委員会事務局組織規則の一部改正について、厚真町フッ化物洗

口事業実施要綱の一部改正について、厚真町教育委員会事務局職

員の人事について（8件／定例教育委員会） 

★問合せ 教育委員会 学校教育グループ℡27-2494 

アメリカ出身の町ＡＬＴ（外国語指導助手）エレン先

生による５月から７月期の英会話教室の受講生を募

集します。 

 

日 程 ５月２６日【木】から７月 1４日【木】までの 

     毎週木曜日 午後６時３０分から７時３０分 

場 所 青少年センター２階 研修室 

対 象 英会話に興味のある中学生以上の町民の方 

内 容 英会話や筆記を交えながら、外国の文化や

生活習慣等について学びます。 

 

申込み 教育委員会 社会教育グループ 

問合せ ℡２７－２４９５  担当：海沼 

 

※受講を希望される方は、必ず申込みをしてくださ

い。 


